
(参考）

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号） (抄）

（身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務）

第三十七条 すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づ

き、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、進んで身体障害者又は知的障

害者の雇入れに努めなければならない。

（雇用に関する国及び地方公共団体の義務）

第三十八条 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。）

は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同

じ。） に常時勤務する職員であって、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のもの

に限る。以下同じ。）の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である

職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らな

い率であって政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その

端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がそ

の率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は

知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

2 ～ 5 (略）

(採用状況の通報等）

第三十九条 国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画

及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。

２ 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び地方

公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

(一般事業主の雇用義務等）

第四十三条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。）を雇用する事業主を

いい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動が

ある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労

働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにし

なければならない。



2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、安定した職

業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総数に対

する身体障害者又は知的障害者である労働者（労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、

安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条

第三項において同じ。）の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに

当該割合の推移を勘案して施令で定める。

3 ～ 5 (略）

(一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画）

第四十六条 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用促進するため必要があると認

める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用障害者数

未満である事業主(特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以

下この条及び次条において同じ。）に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の数が

その法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、身体

障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。

2 ～ 4 (略）

５ 厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した

事業主に対してその変更を勧告することができる。

６ 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して

その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

(一般事業主についての公表）

第四十七条 厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条

第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。



○ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和 35 年法律第 292 号） (抄）

(法第三十八条第一項の政令で定める率）

第二条 法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分の二・三とする。ただし、都道府県に

置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては、百分の二・二と

する。

(障害者雇用率）

第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二とする。


